
12

市職員採用試験の実施
陰事務職（埋蔵文化財担当）
試験日　6月29日裳　試験会場　佐世保市役所　受付期間　6月2日訟～25日詔

受験資格採用予定人員試験職種

次の全ての要件を満たす人
陰昭和58年4月2日から平成4年4月1日までの間に生まれた人
隠学校教育法に基づく4年制大学を卒業した人で、学芸員資格を持つ
　人
韻隠において考古学を専攻した人、または学芸員資格を取得した後に
　埋蔵文化財発掘調査の経験がある人
吋普通自動車運転免許（AT限定も可）を持つ人

1人事務職
（埋蔵文化財担当）

試験案内、申込書の配布場所
　市役所玄関案内・職員課、中央保健福祉センター玄関案内、各支所、宇久行政センター
　※市ホームページからもダウンロードできます。

冗職員課　緯24-1111

受験資格採用予定人員試験職種

昭和59年4月2日以降に生まれ、大学（これと同等と認められる学校を
含む）を卒業した人か、来年3月までに卒業見込みの人

10人程度事務職
（大卒程度）

昭和59年4月2日以降に生まれ、大学またはこれと同等と認められる学
校で専門課程を卒業した人か、来年3月までに卒業見込みの人

6人土木（大卒程度）

3人電気（大卒程度）

1人化学（大卒程度）

次の要件のいずれかを満たす人
暫昭和59年4月2日以降に生まれ、大学またはこれと同等と認められる
　学校で専門課程を卒業した人か、来年3月までに卒業見込みの人
暫昭和50年4月2日以降に生まれ、一級建築士の資格を有する人で、建
　築分野における計画・設計または工事監理について民間企業等での
　実務経験が通算して8年以上ある人

3人建築

次の要件のいずれかを満たす人
暫昭和53年4月2日以降に生まれ、獣医師免許を持つ人か、来年5月ま
　でに免許取得見込みの人
暫昭和49年4月2日以降に生まれ、公衆衛生従事の経験があり、獣医師
　免許を持つ人

1人獣医師

昭和50年4月2日以降に生まれ、薬剤師の免許を持つ人か、来年5月ま
でに免許取得見込みの人

1人薬剤師

隠事務職（大卒程度）、技術職
試験日　7月27日裳　試験会場　長崎国際大学　受付期間　6月2日訟～30日訟
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受験資格採用予定人員試験職種

次の要件のいずれかを満たす人
暫昭和54年4月2日以降に生まれ、薬剤師の免許を持つ人か、来年5月
　までに免許取得見込みの人
暫昭和44年4月2日以降に生まれ、薬剤師の免許を持ち、病院で薬剤師
　として実務経験が5年以上ある人

2人①薬剤師  

昭和44年4月2日以降に生まれ、臨床工学技士の免許を持つ人か、来年
5月までに免許取得見込みの人

1人①臨床工学技士 

次の要件のいずれかを満たす人
暫昭和49年4月2日以降に生まれ、看護師、助産師の資格を持つ人か、
　来年5月までに免許取得見込みの人
暫昭和44年4月2日以降に生まれ、助産師の免許を持ち、助産師、看護
　師または准看護師として10年以上の勤務経験がある人

35人程度　②看護師
　助産師
　宇久診療所看護師

各種通知書の送付予定
　6月は市県民税や国民健康保険税などの納税通知書
　が皆さんに届く時期です。
　市県民税特別徴収（給与）
　　子勤務先を通じて通知
　市県民税普通徴収・年金特別徴収
　　子6月17日証ごろ送付
　国民健康保険税
　　子6月17日証ごろ世帯主宛てに送付

所得課税証明書の取得は申告が必要
　申告をしていない人は所得課税証明書が取得でき
　ませんので、必要な場合は収入の有無にかかわらず
　申告をしてください。
　申告期間を過ぎて申告した場合は、証明書の発行に
　日数を要することがあります。

※収入が給与だけの人や、公的年金（遺族年金、障害
　年金を除く）だけの人は勤務先や年金機構などから
　報告がありますので、申告していなくても所得課税
　証明書を取得できます。

自動交付機などで所得課税証明書を取得できます
　市役所1階の自動交付機や2階市民税課、早岐支所
　の簡易受付機で所得課税証明書が取得できます。
　※ご利用には市民カードが必要です。

試験案内、申込書の配布場所
　市立総合病院総務課、市役所玄関案内・職員
　課、中央保健福祉センター玄関案内、各支所、
　宇久行政センター　※市立総合病院・市ホー
　ムページからもダウンロードできます。

総合病院職員採用試験の実施

試 験 日  ①薬剤師・臨床工学技士　7月6日裳
　　　　　②看護師・助産師・宇久診療所看護師　7月13日裳
試験会場　市立総合病院
受付期間　①5月26日訟～6月27日象
                 ②6月2日訟～7月4日象

�総合病院総務課　緯24-1515

市税に関するお知らせ

冗市民税課　緯24-1111
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姉妹都市などの提携や国際交流の推進についてご意見
をいただく公募委員を募集します。
対　　象　国際交流に関心があり、市内に在住また
　　　　　は通勤・通学する20歳以上の人　※市議
　　　　　会議員または市職員、市の附属機関の委
　　　　　員に3つ以上就任している人を除く。
募集人数　2人
任　　期　8月から2年間（予定）
報　　酬　会議1回につき8,800円
応募方法　申込書に「佐世保市の国際交流に求める
　　　　　もの」をテーマとする作文（A4用紙に　
　　　　　1,000字程度）を添えて国際政策課（〒85
　　　　　7-8585、住所不要）へ郵送　※申込書は
　　　　　市ホームページからダウンロード可。
募集期間　6月1日裳～30日訟
※書類審査により選考します（7月中旬に応募者へ結
　果を通知）。

　冗国際政策課　緯24-1111

佐世保市国際交流推進委員会
公募委員の募集

佐世保市男女共同参画審議会
委員の募集

男女共同参画の推進について審議していただく委員
を募集します。
対　　象　20歳以上の市民で、年2回程度の会議（夜
　　　　　間開催予定）に参加できる人
募集人数　若干名
任　　期　8月31日裳から2年間（予定）
報　　酬　会議1回につき8,800円
応募方法　「男女共同参画の推進について思うこと」
　　　　　をテーマとする作文（800字程度）に陰住
　　　　　所隠氏名韻性別吋生年月日右電話番号宇
　　　　　職業を記入し、人権男女共同参画課（〒
　　　　　857-8585、住所不要）か、スピカ（三浦町
　　　　　2-3・アルカスSASEBO内）へ郵送か持参
　　　　　で提出
募集期間　7月1日証～25日象17時必着

冗人権男女共同参画課　緯24-1111

梅雨が到来！風水害に備えましょう

日頃から防災気象情報に気を配り、テレビやラジオなど
で最新の情報を収集して災害に備えましょう。
防災気象情報の活用
　大雨警報子大雨で重大な災害が起こる恐れがある場合
　　に発表され、災害危険箇所では避難準備が必要です
　大雨注意報子大雨で災害が起こる恐れがある場合に発
　　表され、避難の心構えが必要です
日頃の備え
　暫危険な場所などを調べ、災害時の避難場所や安全な
　　避難経路などを確認しておきましょう
　暫高齢者などに隣近所で声を掛け合い、災害時には一
　　緒に避難しましょう
　暫多量の降雨、土砂災害の前兆現象など周囲で異変を
　　発見したら早めに避難しましょう
土砂災害の前兆現象
　がけ崩れ子がけからの水が濁る、小石が落ちてくる、音
　　がする、がけに亀裂が入るなど
　地すべり子地面にひび割れができる、井戸や沢の水が
　　濁る、がけや斜面から水が吹き出すなど
　土石流子山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の

　　水位が下がる、川が濁り流木が見られるなど
早めの避難
　土砂災害の多くは雨が原因で発生します。降雨量が1時
　間に20㍉以上、降り始めから100㍉ 以上になったら十
　分な注意が必要です。
避難所表示板
　本市では、地区公民館や学校、公園などを災害時の避難
　所に指定し、地域住民に広く周知するために「避難所表
　示板」を設置しています。避難する場合は、周囲の状況
　を確認し、安全な経路で避難してください。
「佐世保市防災マップ」の活用
　最寄りの避難場所や目標となる公共施設などを示した
　ものです（中学校区単位）。市ホームページにも掲載し
　ていますので、事前に避難場所を確認しましょう。
災害時の連絡先
　暫がけ崩れ、落石等の土砂災害子河川課　緯24-1111
　暫道路に関する災害子道路維持課　緯24-1111
　暫上記以外の災害子防災危機管理局　緯23-9258
　暫火災・救急・救助子消防局指令課　緯119

冗防災危機管理局　緯23-9258
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本市では、経済的に困窮し最低限度の生活を維持でき
なくなる恐れがある人、相談相手がいないなど社会的
に孤立状態にある人を対象とした生活困窮者自立促
進支援モデル事業を実施しています。お気軽にご相
談ください。
支援内容
　暫経済的問題などの相談・支援、家庭訪問
　暫自立へ向けた支援計画の作成
　暫関係機関との連絡調整など
期間
　来年3月31日証まで

冗生活福祉課　緯24-1111

生活に困っている人、社会的に
孤立している人はご相談ください

「みんなで創る素敵なまちさせぼ」づくりのため、市民
と行政がそれぞれの特性を生かしながら協働事業に取
り組む「提案公募型協働事業」（平成27年度実施分）を募
集します。市民活動団体や町内会の皆さんからの提案
をお待ちしています。
応募資格　
①市内で活動する団体で、規約があり、責任者が明確
　で、団体として独立した明確な経理を行っていること
②構成員が10人以上で、うち3人以上で役員会等を構
　成していること
③市内で1年以上活動を行っていること
※①～③全てを満たすこと。NPO法人やボランティア
　団体等だけでなく、町内会なども対象になります。
募集期間
　7月1日証～31日詳（予定）
※募集するテーマや応募の条件など、詳しくはホーム
　ページ「させぼNPO・ボランティア支援ネット」をご
　覧いただくか、市民協働推進室へお尋ねください。

冗市民協働推進室　緯24-1111

提案公募型協働事業の募集

第6次佐世保市総合計画の推進に当たり、市役所の
取り組みに対する提案、市民参加の仕組みづくりに
ついてご意見をいただくメンバーを募集します。
対　　象　市内に在住または通勤・通学する人
募集人数　30人程度
期　　間　7月から来年3月まで　※会議は5回程度。
報　　酬　なし　※ただし、会議1回につき交通費
　　　　　相当分として1,000円を支給します。
応募方法　「ひと・まち育む元気プラン市民会議申し 
　　　　　込み」と明記の上、住所、氏名、年齢、職
　　　　　業、電話番号を記入し、「佐世保市のまち
　　　　　づくりへの市民の関わりについて思うこ
　　　　　と」をテーマとした作文と応募動機（様式
　　　　　自由）を政策経営課へ郵送（〒857-8585、
　　　　　住所不要）かファクス（25-9676）、Eメー
　　　　　ル（seisak@city.sasebo.lg.jp）で提出
締め切り　6月30日訟必着

冗政策経営課　緯24-1111

ひと・まち育む元気プラン市民会議
メンバー募集

「佐世保市創業支援事業計画」が国から認定を受けまし
た。本市ではこの計画に基づき、関係機関と連携しな
がら、創業に関心を持つ皆さんの支援を行っていきま
す。お気軽に各支援機関をご利用ください。
対象　
　創業を希望する人、創業5年未満の人
支援内容
　創業相談やインキュベーション事業など、経営、財
　務、人材育成、販路開拓の知識習得につながる支援
　（特定創業支援）
　※特定創業支援を受けた場合、法人設立時の登録免
　　許税が軽減されたり、信用保証協会の保証枠が拡
　　充されたりするなどの優遇措置を受けられます。
各支援機関
　暫佐世保市産業支援センター　緯24-6051
暫佐世保商工会議所　緯22-6121
暫佐世保市北部商工会　緯64-2139
暫宇久町商工会　緯0959-57-2163

冗産業振興課　緯24-1111

創業希望者・創業5年未満の皆さん
創業支援機関をご利用ください

ご相談窓口
佐世保市社会福祉協議会（八幡町6-1）
電話 23-0265　ファクス 23-3175
受付時間　月～金曜8時30分～17時15分
※祝日と年末年始を除く。


